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Q1

A

定款には、どのような内容を記載する必要がありますか
定款に記載義務のある事項は、次の 15 項目です。【法第 29 条】

①事業、②名称、③事業を行う都道府県の区域、④事務所の所在地、⑤組合員たる資格に関する規定、⑥組合員の加入及び
脱退に関する規定、⑦出資一口の金額及びその払込みの方法、⑧剰余金の処分及び損失の処理に関する規定、⑨準備金の
額及びその積立ての方法、⑩就労創出等積立金に関する規定、⑪教育繰越金に関する規定、⑫組合員の意見を反映させる
方策に関する規定、⑬役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定、⑭事業年度、⑮公告方法

Q2

A

剰余金の配当方法に決まりはありますか。
組合は、損失を填補し、一定の準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金を控除した後でなければ剰余金の配当を
行うことができません。また、組合員への配当は、定款で定めるところにより、従事分量配当のみを可能としています。
【法第 77 条第 1 項及び第 2 項】

Q4

A

組合設立後に必要な手続きはありますか。

毎年度行う手続き

①決算関係書類等の提出
（対象組合：全ての労働者協同組合）

②組織変更時財産額に係る使用状況の報告
（対象組合：特定非営利活動に係る事業の確認を受けた
組織変更後組合）

③報酬規程等の提出
（対象組合：特定労働者協同組合）

その他手続き
①役員の氏名又は住所に変更があった場合
②定款を変更した場合
③組合を解散した場合
④他の組合と合併した場合
⑤特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所
を変更する場合

⑥特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名
が変更した場合

主に次のような場合に、行政庁（東京都知事）への報告や届出が必要になります。時期や提出が必要な書類については、
専用ウェブサイトをご覧ください。

よくある質問

Q3

A

NPO法人などから組織変更する場合、注意点はありますか。
NPO 法人から労働者協同組合に組織変更した場合、剰余金のうち組織変更時財産額は原則、使用することができません。
ただし、行政庁の確認を受けた事業による損失の填補にのみ、使用できる場合があります。

POINT1
行政庁から特定非営利活
動に係る事業の確認を受け
る必要があります。

POINT2
確認後は、事業の区分経理
が必要です。

（法附則第 22 条）（法附則第 20 条第 21条）

POINT3
毎事業年度終了後、組織
変更時財産額の使用状況
を報告する必要があります。

POINT4
解散後は、特定残余財産
の帰属のための手続きが必
要です。

（法附則第23条） （法附則第24条）

Q5

A

特定労働者協同組合の税制上の措置とは、どのような内容ですか。
特定労働者協同組合等の税制は、下記一覧をご覧ください。 ※厚生労働省「労働者協同組合法に係る手引き」より引用

項 目

①根拠法

④法人税率

特定非営利活動促進法 労働者協同組合法 労働者協同組合法 中小企業等協同組合法

②法人税法上の
位置付け 公益法人等 公益法人等 普通法人 普通法人

⑤寄附金に
係る措置 あり なし なし なし

③法人税の
課税対象

法人税法上の収益事業
から生じた所得にのみ
課税

・年 800 万円以下の
部分 15%

・年 800 万円超の
部分 23.20%

法人税法上の収益事業
から生じた所得にのみ
課税

全ての所得に課税 全ての所得に課税

⑥法人住民税
（均等割） 最低税率 最低税率

資本等の金額や
従業者数に応じて
税額が増加。

資本等の金額や
従業者数に応じて
税額が増加。

NPO 法人 特定労働者協同組合 労働者協同組合 企業組合

○資本金１億円以下の法人
・年 800 万円以下の
部分 15%

・年 800 万円超の
部分 23.20%
○上記以外の法人
23.20%

○資本金１億円以下の法人
・年 800 万円以下の
部分 15%

・年 800 万円超の
部分 23.20%
○上記以外の法人
23.20%

○資本金１億円以下の法人
・年 800 万円以下の
部分 15%

・年 800 万円超の
部分 23.20%
○上記以外の法人
23.20%

https://www.rodosya-kyodo-k.metro.tokyo.lg.jp/
 東京都 労働者協同組合のご案内
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